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「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改定 

副業・兼業ガイドラインの改定 

厚生労働省は、令和２年 9 月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」（以下、「副業ガイドライ

ン」）を改定しました。 

我が国の労働および社会保険諸法令では、特に正社員が複数企業で雇用されることは前提とされていません

でした。 

一方、労働力人口の減少や副業・兼業のニーズが高まったことで、複数企業での雇用に配慮した制度が求め

られていました。 

厚生労働省は、平成 30年 1月に「モデル就業規則」を改定し、「労働者は、勤務時間外において、他の会

社等の業務に従事することができる。」と副業・兼業を認める内容に変更していましたが、当時策定された

「副業ガイドライン」で不明確だった論点が、今回整理されたことになります。 

副業・兼業における問題点 

副業・兼業による複数企業での雇用によって、以下のような問題が生じます。 

・複数事業所間での労働時間管理 

・時間外労働に対する割増賃金の負担 

・労働保険・社会保険の適用 

 使用者は、労働者の申告により、副業・兼業先の事業内容や従事する業務、労働時間の通算対象を確認した

上で、新たに策定された「管理モデル」を基に、労働時間の管理や割増賃金を負担することになります。 

 労災保険は複数適用で、雇用保険は複数適用が原則認められませんが、令和４年１月以降、65 歳以上で合

算して条件を満たす場合は適用が認められるようになります。 

 社会保険は事業所毎に判断するため、複数の事業所で適用される場合はいずれかの事業所の保険者を選択し

て、適用されます。 

副業・兼業で労使に生じる義務 

「副業ガイドライン」の改定で、使用者は安全配慮義務、労働者は秘密保持義務、競業避止義務、誠実義務

を負うことが明確にされました。 

労働者には、秘密保持や競業避止など従来と同様の義務が課されますので、使用者はこれらの義務が履行さ

れない懸念がある場合には、副業・兼業を禁止または制限しても構いません。 
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